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【解説】歴史資料編の補遺について

【
経　

緯
】

　
「
因
幡
東
照
宮
別
当
寺
院　

大
雲
院
資
料
調
査
」
の
う
ち
、
歴
史
資
料
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
度
よ
り
準
備
を
開
始
、
同
三
十
年
度
よ
り
本
格
的
な

調
査
に
取
り
か
か
っ
た
。

　

当
初
把
握
し
て
い
た
歴
史
資
料
の
大
多
数
は
、
文
書
箪
笥
四
棹
に
収
納
さ
れ

て
い
た
ほ
か
、
蓋
付
木
箱
・
柳
行
李
な
ど
に
納
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
資

料
群
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
度
ま
で
に
目
録
作
成
作
業
を
終
え
、
翌
四
年
度

に
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
、『
鳥
取
市
文
化
財
調
査
報
告
書
35　

因
幡
東
照
宮

別
当
寺
院　

大
雲
院
資
料
調
査
報
告
書
【
一
】
歴
史
資
料
編
』
を
刊
行
し
た
。

　

令
和
四
年
度
か
ら
は
典
籍
調
査
を
開
始
し
、
境
内
白
壁
土
蔵
に
納
め
ら
れ
た

慳
貪
箱
入
り
の
典
籍
、
本
堂
横
書
庫
に
納
め
ら
れ
た
仏
典
や
様
々
な
和
漢
籍
の

調
査
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
そ
の
作
業
を
進
め
る
な
か
で
、
当
初
把
握
し
て
い

な
か
っ
た
歴
史
資
料
が
新
た
に
多
数
確
認
さ
れ
た
た
め
、
同
五
年
度
に
「
歴
史

資
料
補
遺
」
と
し
て
あ
ら
た
め
て
調
査
・
目
録
作
成
を
行
い
、
同
年
度
内
に
調

査
を
終
了
さ
せ
た
。

　

右
の
補
遺
資
料
は
、
前
住
職
、
故
田
尻
光
照
師
が
寺
務
を
執
り
行
う
に
際
し

て
常
時
手
元
に
お
い
て
利
用
し
て
い
た
も
の
、
本
堂
寺
務
所
や
茶
室
な
ど
に
別

置
さ
れ
て
い
た
も
の
、
典
籍
が
収
め
ら
れ
た
慳
貪
箱
の
中
に
紛
れ
込
ん
で
い
た

も
の
な
ど
、
総
数
三
四
四
点
で
構
成
さ
れ
る
。

　

実
際
の
調
査
・
目
録
作
成
作
業
は
、
発
見
さ
れ
た
場
所
ご
と
に
仮
番
号
を
付

し
て
進
め
て
い
た
が
、
別
置
さ
れ
た
経
緯
が
概
ね
不
明
で
あ
る
た
め
、
目
録
で

は
、
補
1
～
344
の
通
し
番
号
を
付
し
、「（
補
○
）」
と
番
号
を
表
記
、
以
下
の

解
説
で
紹
介
す
る
資
料
も
通
し
番
号
で
明
示
す
る
。
な
お
、
一
群
の
ま
と
ま
り

や
、
一
括
状
況
な
ど
の
情
報
を
示
す
た
め
、
表
の
最
後
尾
に
仮
番
号
も
掲
載
し

た
。

　

右
の
ほ
か
、
仁
風
閣
（
重
要
文
化
財
／
鳥
取
市
東
町
二
丁
目
一
二
一
）
で
発

見
さ
れ
た
四
点
の
重
要
資
料
（
特
1
～
4
）
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
発
見
さ
れ

た
経
緯
な
ど
も
含
め
、
別
稿
で
解
説
す
る
（
P
40
〜
）。

　

な
お
、
こ
の
稿
で
は
、『
鳥
取
市
文
化
財
調
査
報
告
書
35　

因
幡
東
照
宮
別

当
寺
院　

大
雲
院
資
料
調
査
報
告
書
（
一
）
歴
史
資
料
編
』
を
「
報
告
書
【
一
】」

と
記
し
、
右
の
報
告
書
に
掲
載
済
み
の
資
料
を
解
説
に
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、「（
箱
○
－
○
）」
と
、
右
報
告
書
の
目
録
番
号
を
掲
示
し
た
。

　

ま
た
、
大
雲
院
の
院
室
号
変
遷
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
【
一
】
を
参
照
さ
れ

た
く
、
こ
こ
で
は
詳
記
し
な
い
。
こ
の
稿
で
は
概
ね
「
大
雲
院
」
の
呼
称
を
用

い
る
が
、
個
別
の
歴
史
事
項
な
ど
を
説
明
す
る
部
分
で
は
、
そ
の
時
代
の
呼
称

を
用
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

【
補
遺
資
料
の
概
要
】

　

補
遺
資
料
に
は
、
年
代
記
・
池
田
家
過
去
帳
な
ど
の
重
要
資
料
を
含
む
ほ

か
、
分
類
と
し
て
は
多
岐
に
渉
っ
て
い
る
が
、
内
容
的
・
数
量
的
に
あ
る
程
度

ま
と
ま
り
が
あ
る
も
の
は
、〔
東
照
権
現
御
神
忌
法
会
〕・〔
東
照
宮
祭
礼
〕・〔
末

歴
史
資
料
編
の
補
遺
に
つ
い
て

原　

島　
　
　

修

【表３】B分類の総量と概要

群番号 冊 数 特　記　事　項

B1
1 77 　

2 51 先代旧事本紀　２冊を含む

B2 43 　

B3 37 『先代旧事本紀』２冊を含む

B4

1 20 渓百年『経典餘師』５冊を含む

2 35 うち１冊『集註匡謬』に貼り紙「大雲院蔵書　茶之間用」とあり・ただし
近代の資料

3 44 　

B5
1 45 　

2 42 表紙墨書「耳」（千字文ではない）とあり・15冊（「法華文句記會本」）

B6
1 40 　

2 31 　

B8 36 比叡山一乗止観院本　１冊（『享保十三年戊申歳五月　立太子節會根本中堂
御修法記』）含む

B11 62 「洪」「呂」と表紙に墨書あるもの２冊・写本「山王権現略縁起」（享和二
年写）あり

B12
1 41 表紙墨書「荒」２冊・「身」１冊・「餘」１冊

2 33 表紙墨書「閨」・「却」・「西」・「雲」・「辰（白で「宙」と上書）」各１冊

B15

1 61 「洪」の表紙朱書３冊・写本12冊（安楽律の因幡関係の写本７冊含む）

2 31
「耳」表紙墨書13冊（すべて「法華文句記會本」）・「餘」１冊・「玄」１冊（「佛
制比丘六物圖依釈」）・「却」１冊（十不二門指要鈔解會本　上本」・「西」２
冊（「新撰沙石集」）

B19

1 25 表紙墨書「餘」１冊（「智者和讃萩原鈔刊謬」）・「陽」２冊（「護法資治論」）

2 25 「古事記伝」13冊・表紙墨書「黄」１冊（「安楽集」上）

3 48 墨書「呂」１冊（「阿弥陀経纂註」）・「蔵」（「三周義」）

4 50 「黄」１冊（「安楽集」）・「耳」１冊（法華文句記會本」・「荒」２冊（「別行
疏記講録」）

B23
1 36 　

2 41 　

B27 2 　

B28 2 　

計 958
　一部千字文の墨書のある表紙の書籍もあるが、江戸時代の目録には不掲
載。群番号は、書庫の棚の位置によって設定したもので、A分類と共有（棚
５番のA分類＝A5,棚５番のB分類＝B５と表記）している。
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【解説】歴史資料編の補遺について

な
位
置
づ
け
の
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

〔
過
去
帳
・
履
歴
・
由
緒
〕

　
「
乾
向
山
過
去
帳
全
」（
補
212
）
は
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
頃
に
、
当

時
の
住
職
不
二
門
智
光
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
大
正
年
間
ま
で
追
記
さ
れ
て
い

る
。
歴
代
天
皇
・
輪
王
寺
宮
・
徳
川
将
軍
家
・
鳥
取
藩
主
池
田
家
の
系
譜
、
大

雲
院
初
代
公
侃
よ
り
の
歴
代
住
職
略
歴
と
そ
の
実
親
の
法
名
、
塔
頭
諸
寺
の
住

職
世
代
、
乾
向
山
弟
子
法
名
の
ほ
か
、
法
類
で
あ
る
山
門
蓮
華
院
・
行
泉
院
住

職
世
代
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
大
雲
院
と
そ
の
周
辺
の
概
要
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
重
要
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
併
せ
て
、
大
雲
院
が
現
在
地
に
移
転
す

る
に
あ
た
っ
て
合
併
し
た
霊
光
院
の
住
職
世
代
と
そ
の
大
檀
越
米
村
氏
（
鳥
取

藩
士
）
歴
代
の
法
名
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
池
田
御
家
追
遠
録
」（
補
213
）
は
、
池
田
恒
興
の
父
恒
利
か
ら
始
ま
り
、
元

禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）
に
至
る
ま
で
の
、
池
田
家
一
族
の
命
日
・

法
名
を
書
き
上
げ
た
過
去
帳
で
、
裏
表
紙
に
「
東
隆
現
住
観
洞
敬
書
」
の
墨
書

が
あ
る
。

　

過
去
帳
の
類
で
は
他
に
、「
池
田
御
当
家
御
法
名
記
」（
補
216
）
は
鳥
取
池
田

本
宗
筋
の
、「
池
田
家
御
門
方
御
法
名
記
」（
補
217
）
は
分
知
家
を
は
じ
め
と
す

る
一
門
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
名
を
書
上
げ
た
も
の
が
あ
る
。

　

初
代
住
職
公
侃
や
、
大
雲
院
の
院
号
の
由
来
と
な
っ
た
公
侃
の
父
大
雲
院
殿

池
田
輝
澄
（
旧
山
崎
藩
主
）
に
関
す
る
も
の
で
は
、
山
門
薬
樹
院
に
輝
澄
の
位

牌
・
石
塔
が
納
め
ら
れ
て
い
る
由
緒
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
〔
大
雲
院
殿
池
田
輝

澄
由
緒
書
〕（
補
198
）、
公
侃
を
は
じ
め
と
す
る
池
田
輝
澄
の
子
女
に
つ
い
て
書

き
付
け
た
〔
大
雲
院
殿
池
田
輝
澄
子
女
法
名
書
上
〕（
補
199
）、
公
侃
一
五
〇
廻

忌
に
際
し
て
、
公
侃
や
そ
の
師
匠
胤
海
の
履
歴
や
事
蹟
の
確
認
に
つ
い
て
交
さ

れ
た
書
状
や
法
則
下
案
な
ど
（
補
200
～
202
）
が
み
え
る
。

〔
東
照
権
現
御
神
忌
法
会
〕

　

東
照
権
現
徳
川
家
康
の
祥
月
命
日
に
あ
た
る
四
月
十
七
日
に
は
、
毎
年
大
雲

院
で
家
康
の
法
会
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
五
十
年
・
百
年
毎
に

催
さ
れ
る
御
神
忌
法
会
は
、
規
模
も
大
き
く
荘
厳
な
も
の
で
、
東
照
宮
別
当

で
あ
る
大
雲
院
に
と
っ
て
、
数
あ
る
御
忌
法
会
の
な
か
で
も
、
最
も
重
要
な

位
置
づ
け
の
法
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

の
関
係
史
料
は
、
報
告
書
【
一
】
で
は
箱
8
・
16
・
22
・
25
・
31
な
ど
に
数

点
散
見
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、
各
委
員
か
ら
、
別
置
さ
れ
て
い
る
可

能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
今
回
、
補
遺
資
料
の
調

査
を
進
め
て
い
く
な
か
で
、
く
だ
ん
の
東
照
権
現
御
神
忌
法
会
、
正
徳
五
年

（
一
七
一
五
）
一
〇
〇
回
忌
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
一
五
〇
回
忌
・
文
化

十
二
年
（
一
八
一
五
）
二
〇
〇
回
忌
・
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
二
五
〇
回
忌

に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
資
料
群
を
多
数
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
元
治

二
年
二
五
〇
回
忌
に
際
し
て
は
、
年
代
が
最
も
新
し
い
だ
け
に
、
最
も
多
く
の

資
料
が
残
存
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
五
〇
回
忌
の
資

料
は
、
報
告
書
【
一
】・
補
遺
資
料
共
に
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

　

記
録
類
で
は
、「
正
徳
五
未
百
年
御
神
忌
」（
補
161
）・「
明
和
弐
酉
百
五
拾
回

御
神
忌
」（
補
162
）・「
東
照
宮
百
五
十
年
御
神
忌
法
会
記
」（
補
180
）・「
文
化

十
二
亥
弐
百
回
御
神
忌
」（
補
163
）・「
東
照
宮
様
二
百
年
御
神
忌
日
記
」（
補
1
）・

「
権
現
様
二
百
回
御
神
忌
要
用
写
」（
補
３
）・「
東
照
宮
二
百
五
拾
回
御
神
会

記
」（
補
160
）
な
ど
が
確
認
で
き
た
。
御
神
忌
法
会
の
準
備
か
ら
当
日
、
後
処

理
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
世
の
写
し
が
多

い
こ
と
に
は
留
意
し
た
い
。

寺
〕・〔
大
山
寺
・
摩
尼
寺
〕・〔
明
治
維
新
・
神
仏
分
離
〕・〔
天
台
宗
〕・〔
加
持

祈
祷
〕・〔
密
教
修
法
〕
な
ど
、
一
項
に
ま
と
め
て
資
料
を
紹
介
し
た
。

　

な
お
、
断
簡
・
白
紙
や
、
包
紙
・
紙
袋
の
み
、
用
途
不
明
の
書
付
、
物
品
の

納
品
領
収
書
、
御
守
な
ど
雑
多
な
も
の
も
多
数
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て

は
一
々
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
し
た
。

〔
年
代
記
・
日
記
〕

　

年
代
順
に
特
筆
す
べ
き
事
項
を
記
し
た
年
代
記
は
、
補
遺
資
料
の
う
ち
に
三

点
、
日
記
は
一
点
が
確
認
さ
れ
た
。

　
「
御
法
事
并
凶
事
撮
要
記
」（
補
230
）
は
、
表
紙
に
「
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）

ヨ
リ
天
保
」
と
あ
る
が
、
そ
の
後
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）
ま
で
書
き
継
が
れ

た
、
将
軍
・
鳥
取
藩
主
な
ど
重
要
人
物
の
逝
去
日
と
、
年
廻
法
事
執
行
の
記
録

で
あ
る
。

　
「
御
宮
撮
要
記
」（
補
232
）
は
、
慶
安
三
年
か
ら
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）

年
ま
で
の
、
東
照
宮
お
よ
び
祭
礼
な
ど
に
関
す
る
特
記
事
項
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。

　
「
雑
要
摘
要
記
」（
補
223
）
も
、
表
紙
に
「
従
慶
安
三
寅
年
至
天
保
」
と
あ
る

通
り
、
天
保
十
三
年
ま
で
、
大
雲
院
歴
代
住
職
の
事
蹟
、
天
台
宗
内
の
重
要
事

項
な
ど
の
ほ
か
、
殿
様
等
の
参
詣
、
寺
務
・
寄
進
な
ど
、
資
料
名
に
「
雑
要
」

と
あ
る
よ
う
に
、
前
二
冊
よ
り
は
比
較
的
広
い
範
囲
の
事
柄
に
つ
い
て
記
録
さ

れ
て
い
る
。

　
「
要
用
記
録
」（
補
231
）
は
天
保
十
四
年
正
月
か
ら
同
年
十
一
月
ま
で
の
約
一

年
間
の
日
次
記
で
あ
る
。
日
次
記
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
【
一
】
箱
3
・
4
・

24
に
も
多
数
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
年
の
も
の
は
見
え
な
か
っ
た
の
で
、

こ
れ
も
本
来
一
連
の
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

右
四
冊
に
つ
い
て
は
、
製
作
年
と
内
容
の
末
尾
年
代
か
ら
、
文
政
十
年

（
一
八
二
七
）
に
住
職
就
任
、
嘉
永
四
年
に
（
一
八
五
一
）
示
寂
し
た
、
十
一

代
観
譲
在
任
期
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

天
台
宗
で
は
、
天
保
十
一
年
、
寛
永
寺
か
ら
全
国
の
末
寺
に
対
し
て
分
限

改
、
す
な
わ
ち
寺
院
明
細
帳
の
作
成
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
因
幡
・
伯
耆
両
国

に
お
い
て
も
、
大
雲
院
は
麾
下
の
末
寺
に
作
成
を
指
示
、
翌
十
二
年
に
提
出
さ

せ
て
い
る
が
（
箱
6
-22
な
ど
）、
こ
の
と
き
併
せ
て
、
各
寺
の
由
緒
や
伝
説
、

歴
史
を
ま
と
め
た
縁
起
書
も
同
時
に
提
出
（
箱
6
-3
・
箱
32
-47
な
ど
）
さ
せ

た
う
え
で
、
大
雲
院
末
各
寺
の
縁
起
を
集
成
し
た
「
両
国
当
院
末
寺
名
記
」（
箱

6
-20
）
な
ど
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
と
連
動
す
る
か
た
ち
で
、

因
伯
両
国
天
台
宗
の
触
頭
・
本
寺
で
あ
る
大
雲
院
で
も
、
寺
史
、
社
史
が
編
纂

さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

東
照
宮
と
大
雲
院
の
お
お
ま
か
な
歴
史
を
通
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
重
要

図版 1　御法事并凶事撮要記（補 230）
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い
る
。
ま
た
、
御
神
忌
法
会
に
は
多
く
の
末
寺
・
法
類
が
出
勤
す
る
こ
と
か
ら
、

大
書
院
裏
に
あ
っ
た
大
衆
休
息
所
の
建
継
ぎ
や
、
畳
・
建
具
の
入
替
え
な
ど
も

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
補
172
・
176
）。

　

そ
の
他
、
法
会
に
参
列
す
る
僧
や
、
殿
様
を
は
じ
め
と
す
る
参
候
者
の
席
順

を
定
め
た
座
付
書
（
補
182
～
190
）、
遷
宮
遷
座
行
列
の
次
第
を
書
き
付
け
た
資

料
群
（
補
5
・
15
～
17
・
139
）、
一
五
〇
回
忌
の
際
の
「
百
部
読
経
開
白
法
則
」

（
補
150
）、
二
五
〇
回
忌
の
際
の
「
御
神
忌
法
式
手
文
」（
補
152
）、
例
祭
の
も

の
か
、
御
神
忌
法
会
の
も
の
か
、
判
断
が
つ
き
が
た
い
が
、〔
東
照
大
権
現
祝
詞
〕

（
補
62
）・〔
法
華
八
講
〕（
補
153
）
な
ど
も
見
え
る
ほ
か
、
一
〇
〇
年
忌
に
際

し
、
大
衆
僧
へ
の
点
心
、
参
候
す
る
家
老
・
家
臣
団
へ
差
出
す
菓
子
品
目
を
書

き
付
け
た
「
東
照
宮
御
百
年
忌
大
衆
點
心
参
候
衆
菓
子
御
老
中
江
之
分
」（
154
）

な
ど
献
立
類
で
は
補
2
・
37
・
158
な
ど
が
み
え
、
会
計
帳
簿
類
（
補
157
・
159
）、

道
具
書
上
類
（
補
156
）
な
ど
も
見
え
る
。

　

右
の
ほ
か
、
東
照
権
現
御
神
忌
法
会
と
は
直
接
関
連
し
な
い
が
、
本
社
屋
根

葺
替
御
用
に
関
連
す
る
竪
帳
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）・
文
政
九
（
一
八
二
六
）

年
の
も
の
が
二
冊
（
補
164
・
165
）
あ
る
。
文
政
九
年
の
帳
面
に
は
「
一
御
宮
御

本
社
屋
根
損
し
候
旨
ニ
而
（
後
略
）」
と
の
文
言
が
み
え
る
が
、
風
水
害
な
ど

直
接
被
害
を
も
た
ら
し
た
原
因
に
は
特
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
数
十
年

間
隔
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
定
期
的
な
屋
根
葺
替
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
家
康
以
外
の
歴
代
将
軍
年
忌
法
会
に
関
す
る
資
料
は
、
五
代
常
憲
院

（
徳
川
綱
吉
）・
十
一
代
文
恭
院
（
同
家
斉
）
に
関
す
る
も
の
が
数
点
確
認
さ

れ
る
の
み
で
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）「
常
憲
院
様
百
回
御
忌
銀
請
払
記
」（
補

115
）・
同
年
「
常
憲
院
様
百
回
御
忌
町
払
記
」（
補
125
）・
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）

「
納
戸
道
具
類
覚
」（
補
132
）・
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）「
文
恭
院
殿
御
三

回
忌
御
法
事
諸
入
用
受
払
記
」（
補
123
）・
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）「
文
恭
院

殿
七
回
御
忌
御
法
事
受
払
帳
」（
補
117
）
な
ど
、
会
計
帳
簿
・
道
具
帳
の
類
が

散
見
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

な
お
、
補
128
～
135
は
、
紐
で
括
ら
れ
た
一
括
資
料
で
、
膳
椀
皿
・
火
鉢
・
納

戸
道
具
類
の
書
上
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
補
132
の
横
帳
綴
じ
紐
に
括
り
付
け
ら

れ
た
「
安
政
四
年
十
一
月
十
日
常
憲
院
様
御
法
事
入
用
」
と
題
す
る
膳
碗
書
上

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
群
は
、
五
代
綱
吉
の
御
忌
法
事
で
用
い
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

家
康
以
外
の
歴
代
将
軍
は
、
お
お
む
ね
寛
永
寺
（
天
台
宗
）
か
増
上
寺
（
浄

土
宗
）
に
葬
ら
れ
た
が
、
大
雲
院
に
は
、
日
光
山
輪
王
寺
に
葬
ら
れ
た
三
代
家

光
、
寛
永
寺
に
葬
ら
れ
た
四
代
家
綱
（
厳
有
院
）・
五
代
綱
吉
（
常
賢
院
）・

八
代
吉
宗
（
有
徳
院
）・
十
代
家
治
（
浚
明
院
）・
十
一
代
家
斉
（
文
恭
院
）・

十
三
代
家
定
（
温
恭
院
）
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
各
将
軍
回
忌

に
当
た
る
年
に
は
、
大
雲
院
で
も
法
会
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
関
係

資
料
は
、
主
と
し
て
報
告
書
【
一
】
箱
12
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら

も
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
東
照
宮
祭
礼
〕

　

毎
年
九
月
十
七
日
に
執
行
さ
れ
る
東
照
宮
祭
礼
は
、
鳥
取
藩
で
も
最
大
の
祭

礼
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
資
料
も
数
点
確
認
で
き
た
の
で
、
こ
こ
で
紹
介

し
て
お
く
。

　

通
常
の
祭
礼
で
は
、
東
照
宮
か
ら
古
海
河
原
御
旅
所
ま
で
御
輿
巡
行
が
行
わ

れ
た
が
、
そ
の
年
、
将
軍
・
藩
主
の
死
去
や
、
大
き
な
天
災
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
は
、
神
幸
を
伴
わ
な
い
「
地
祭
」
と
い
う
か
た
ち
で
催
行
さ
れ
る
。
年
代
不

明
で
あ
る
が
、
明
治
初
期
頃
と
思
わ
れ
る
〔
書
状
〕（
補
80
）
で
は
、
こ
の
年

の
祭
礼
は
御
地
祭
と
し
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
地
祭
の
通
り
に
行
う
べ

　

準
備
段
階
の
資
料
で
は
、
鳥
取
で
御
神
忌
法
会
を
執
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、

江
戸
の
東
叡
山
寛
永
寺
執
当
や
取
次
涼
泉
院
と
の
遣
り
取
り
を
お
こ
な
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
書
状
（
補
4
・
7
・
141
）、
御
神
忌
法
会
出
勤
可
否
を
確
認
す
る

た
め
、
相
応
峰
寺
他
、
但
馬
国
天
台
宗
寺
院
八
ヶ
寺
へ
宛
て
た
廻
状
（
補
19
）、

元
治
二
年
に
行
わ
れ
た
二
五
〇
回
神
忌
へ
の
大
山
寺
僧
出
勤
に
つ
き
、
大
雲
院

副
寺
と
大
山
寺
了
知
院
（
学
頭
西
楽
院
留
守
居
）
や
三
学
頭
代
（
観
行
院
・
戒

光
院
・
成
就
院
）
な
ど
と
事
前
打
ち
合
せ
に
交
さ
れ
た
書
状
（
補
142
～
149
）
な

ど
、
御
神
忌
法
会
催
行
を
控
え
て
、
事
前
の
打
ち
合
せ
に
余
念
が
な
か
っ
た
様

子
が
う
か
が
え
る
資
料
も
多
数
あ
る
。

　

祭
礼
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
心
身
を
浄
め
る
潔
斎
の
仕
方
に
つ
い
て
記
し
た

「
掟
（
東
照
権
現
四
月
十
七
日
法
会
前
潔
斎
に
つ
き
）」（
補
181
）
な
ど
も
確
認

で
き
た
。

　

ま
た
、
御
神
忌
法
会
に
関
し
て
、
鳥
取
藩
と
の
交
渉
に
関
す
る
も
の
で
は
、

寺
社
奉
行
宛
の
達
書
（
補
8
～
10
）
や
、
殿
様
や
一
門
、
家
老
以
下
の
家
臣
が

御
神
忌
法
会
に
参
候
す
る
に
際
し
て
、
案
内
や
応
対
の
仕
方
を
書
き
付
け
た
も

の
も
見
え
る
（
補
6
・
151
）。

　

ま
た
、〔
権
現
様
百
年
忌
触
達
書
上
写
〕（
補
155
）
は
、
端
裏
書
に
「
御
上
御

日
記
写
、
羽
原
氏
へ
内
意
申
、
御
家
老
中
へ
申
達
、
御
写
し
可
被
下
見
合
ニ
致

度
旨
申
入
候
而
、
写
来
候
」
と
あ
る
。
文
中
の
「
羽
原
氏
」
は
、
羽
原
兵
左
衛

門
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
寺
社
奉
行
就
任
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に

退
任
し
て
い
る
。
右
資
料
の
年
紀
は
正
徳
五
年
と
あ
る
が
、
端
裏
書
の
通
り
本

資
料
は
写
し
で
、
羽
原
の
任
期
か
ら
考
え
る
と
、
明
和
二
年
に
一
五
〇
回
を
迎

え
る
に
あ
た
っ
て
写
し
取
り
、
参
考
に
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

御
神
忌
法
会
に
出
勤
す
る
塔
頭
・
末
寺
に
関
す
る
も
の
で
は
、「
弐
百
年
御

神
忌
出
勤
大
衆
献
立
」（
補
2
）
や
、
塔
頭
吉
祥
院
が
御
神
忌
の
節
に
院
代
を

勤
め
る
こ
と
か
ら
、
御
布
施
と
し
て
銀
弐
枚
を
増
す
旨
を
記
し
た
〔
書
付
〕（
補

12
）、〔
被
仰
渡
〕（
補
179
）、〔
断
簡
〕（
補
308
）
な
ど
が
あ
る
。

　

二
〇
〇
回
・
二
五
〇
回
を
迎
え
る
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
諸
物
価
高
騰

の
影
響
に
よ
り
、
出
勤
法
類
や
塔
頭
・
末
寺
等
へ
の
駄
賃
・
布
施
の
増
額
を
藩

に
要
求
す
る
伺
書
、
そ
の
願
い
を
認
可
す
る
旨
の
寺
社
奉
行
よ
り
の
通
達
書

（
補
166
・
178
）
も
確
認
で
き
る
。
な
お
、
右
の
認
可
に
は
、
鳥
取
藩
で
公
用
の

伺
達
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
黄
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

元
治
二
年
二
五
〇
回
忌
に
際
し
て
は
、
と
り
わ
け
建
造
物
や
神
宝
の
修
復
、

物
品
の
新
造
に
関
す
る
資
料
群
が
目
を
引
く
。
前
年
の
元
治
元
年
か
ら
翌
年
に

か
け
て
、
大
師
堂
の
再
建
、
護
摩
堂
の
建
継
、
御
輿
の
塗
替
な
ど
の
ほ
か
、
神

宝
（
御
鏡
）・
神
号
の
修
復
、
下
馬
札
新
造
な
ど
の
事
業
に
つ
い
て
藩
の
認
可

が
下
り
、
大
法
会
に
向
け
た
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る

（
補
167
～
171
・
173
～
175
）。
た
だ
、
東
照
権
現
御
神
忌
と
い
う
最
も
盛
大
な
行

事
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
全
て
に
渡
っ
て
遺
漏
無
く
、
と
は
行
か
な
か
っ
た
よ

う
で
、
本
社
扉
金
物
の
鍍
金
仕
直
し
に
つ
い
て
は
、
時
節
柄
見
合
せ
に
な
っ
て

図版２　正徳五未百年御神忌（補161）
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王
権
現
の
由
来
や
、
遷
座
の
経
緯
な
ど
、
こ
の
牧
谷
蔵
王
権
現
の
始
末
に
つ
い

て
記
さ
れ
た
、〔
一
件
書
類
綴
〕（
補
235
）
が
み
え
る
。

　

右
の
蔵
王
権
現
像
や
仏
具
な
ど
は
、
同
じ
く
大
雲
院
末
で
あ
る
岩
本
村
観
照

院
に
遷
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
信
徒
ら
の
願
い
に
よ
り
、
明
治
十
二
年
に
な
っ
て

浦
富
村
吉
祥
院
に
遷
さ
れ
、
安
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
吉
祥
院
は
、
も
と

大
雲
院
塔
頭
の
ひ
と
つ
で
、
大
雲
院
が
東
照
宮
別
当
職
を
解
か
れ
、
樗
谿
か
ら

観
音
院
へ
遷
る
に
あ
た
っ
て
廃
寺
と
な
っ
た
が
、
こ
の
院
号
を
継
い
で
再
興
さ

れ
た
寺
で
あ
る
。

　

こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
他
に
、〔
書
状
下
書
〕（
蔵
王
権
現
改
祭
の
義
に
つ
き
）

（
補
44
）、「
岩
井
郡
牧
谷
村
無
高
地
書
上
帳
」（
補
234
）、
蔵
王
権
現
に
奉
納
さ

れ
た
和
歌
を
書
き
上
げ
た
「
牧
谷
奉
納
千
首
歌
全
」（
補
236
）
な
ど
も
み
え
る
。

　

な
お
、
牧
谷
蔵
王
権
現
に
つ
い
て
は
、
右
同
件
に
関
連
す
る
資
料
が
、
報
告

書
【
一
】
箱
18
-41
・
43
に
も
み
え
る
。

　

そ
の
ほ
か
の
末
寺
に
関
す
る
資
料
で
は
、
観
音
院
の
も
の
で
は
明
治
時
代
の

書
状
一
通
（
補
27
）・「
補
陀
洛
山
納
物
見
積
り
稿
附
借
財
口
共
」（
補
35
）、
座

光
寺
の
も
の
で
は
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
借
財
勘
定
書
（
補

43
）、
霊
光
院
の
も
の
で
は
、
前
出
の
分
限
改
帳
の
ほ
か
に
書
状
一
通
（
補
292
）

が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
三
仏
寺
末
大
光
寺
と
大
山
寺
末
観
音
院
の
、
天
台
宗
内

に
お
け
る
寺
格
取
扱
い
に
つ
い
て
、
神
務
局
か
ら
大
雲
院
へ
の
質
問
と
そ
の
返

答
書
（
補
81
～
83
）
な
ど
が
確
認
で
き
た
。

〔
大
山
寺
・
摩
尼
寺
〕

　

補
遺
の
う
ち
で
、
大
山
寺
に
関
係
す
る
資
料
の
ほ
と
ん
ど
は
、
先
に
紹
介
し

た
、
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
東
照
権
現
二
五
〇
回
神
忌
法
会
へ
の
出
勤
確
認

の
遣
り
取
り
に
交
さ
れ
た
も
の
で
、
書
状
八
点
（
補
142
～
149
）
が
確
認
で
き
る
。

　

他
に
〔
大
会
竪
義
ニ
付
触
書
写
〕（
補
136
）
は
、
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年

正
月
十
一
日
の
年
紀
が
あ
り
、
比
叡
山
に
お
け
る
大
会
に
つ
い
て
記
し
た
資
料

の
写
し
で
あ
る
が
、
原
本
は
大
山
寺
に
有
り
と
の
文
言
が
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、「
乍
恐
奉
願
上
候
口
上
之
覚
」（
補
338
）
は
、
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）、
淀
江
村
の
豆
腐
屋
吉
右
衛
門
が
、
こ
れ
ま
で
大
山
寺
一
山
の

豆
腐
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
が
、
こ
の
た
び
豆
腐
屋
株
御
取
上
の
う
え
、

領
内
出
入
も
差
し
止
め
ら
れ
る
事
態
に
及
び
、
売
掛
け
の
回
収
も
儘
な
ら
な
い

窮
状
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

淀
江
村
な
ど
鳥
取
藩
領
村
落
と
、
大
山
寺
及
び
寺
領
村
落
と
の
間
に
揉
め
事

な
ど
が
あ
っ
た
場
合
、
大
雲
院
が
両
者
の
間
に
入
っ
て
仲
介
を
行
っ
て
い
る
事

例
が
多
数
確
認
で
き
、
報
告
書
【
一
】
で
も
紹
介
し
た
。

　

こ
れ
は
、
大
雲
院
と
大
山
寺
は
、
と
も
に
東
叡
山
寛
永
寺
の
直
末
で
、
そ
の

点
で
は
同
格
と
も
い
え
る
が
、
大
雲
院
は
因
幡
・
伯
耆
両
国
に
お
け
る
天
台
宗

の
触
頭
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
さ
ら
に
大
雲
院
開
山
実
成
院
公
侃
が
大
山
寺

学
頭
西
楽
院
を
兼
務
し
て
い
た
因
縁
も
、
制
度
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
無
関
係

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

報
告
書
【
一
】
で
は
草
刈
場
入
会
争
論
と
、
犯
罪
人
引
き
渡
し
交
渉
の
事
例

を
紹
介
し
た
が
、
大
山
寺
は
独
立
し
た
領
主
で
、
寺
領
三
千
石
は
鳥
取
藩
領
に

接
し
て
い
た
た
め
、
領
主
の
違
う
村
落
間
で
の
揉
め
事
は
時
代
を
通
じ
て
絶
え

ず
、
ま
た
、
鳥
取
藩
領
で
罪
を
犯
し
た
者
が
大
山
寺
領
内
に
逃
げ
込
む
と
、
鳥

取
藩
の
警
吏
が
踏
み
込
む
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

　

こ
の
資
料
も
、
鳥
取
藩
・
大
山
寺
間
の
連
絡
・
交
渉
に
つ
い
て
は
、
大
雲
院

が
取
次
ぎ
、
斡
旋
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
、

争
論
な
ど
大
き
な
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
右
例
の
よ
う
な
商
い
株
な
ど
、
比
較

的
軽
微
な
事
柄
も
含
め
て
、
広
範
囲
に
渉
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

き
こ
と
が
、
神
務
司
宮
田
民
衛
よ
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
、
祭
礼
時
の
御
輿
の
位
置
、
殿
様
・
分
知
家
の
座
付
場
所
な
ど
を
記

し
た
〔
大
雲
院
指
図
〕（
補
312
）、
導
師
が
行
う
拝
礼
の
順
序
や
祝
詞
な
ど
を
書

き
付
け
た
〔
神
事
拝
礼
順
序
次
第
書
〕（
補
61
）
な
ど
が
み
え
る
。

〔
末　

寺
〕

　

末
寺
関
係
資
料
の
う
ち
、
分
限
改
書
上
は
、
報
告
書
【
一
】
で
も
多
数
確
認

さ
れ
た
が
、
補
遺
資
料
の
う
ち
で
は
、
因
幡
国
内
末
寺
の
分
限
改
を
集
成
し
た

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）「
因
幡
国
天
台
宗
寺
社
領
境
内
分
限
帳
等
書
上
帳

面
」（
補
233
）
が
一
点
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）・
天
保
十
二
年
の
霊
光
院
分

限
改
帳
二
点
（
補
215
・
287
）
が
確
認
で
き
た
。

　

長
い
海
岸
線
を
領
内
に
持
つ
鳥
取
藩
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
、
西
洋
列
強
の

東
洋
、
日
本
進
出
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
海
岸
防
備
の
機
運
が
高
ま
り
、
そ
の

一
環
と
し
て
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
伯
耆
国
八
橋
郡
六
尾
村
に
、
銃
砲
鋳

造
を
目
的
と
し
た
西
洋
式
反
射
炉
を
建
設
し
た
。
こ
の
事
業
に
伴
い
、
鋳
造
原

料
の
確
保
が
課
題
と
な
っ
た
が
、
そ
の
補
充
を
目
的
と
し
て
、
鳥
取
藩
は
、
領

内
寺
院
等
へ
梵
鐘
な
ど
の
金
属
類
を
供
出
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し

長
谷
寺
は
、
同
寺
の
梵
鐘
と
、
兼
帯
す
る
現
光
寺
の
撞
鐘
を
公
儀
に
差
し
上
げ

る
こ
と
は
差
し
支
え
無
い
と
す
る
旨
の
口
上
書
を
、
安
政
四
年
九
月
付
で
提
出

し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
前
後
し
て
、
梵
鐘
の
献
上
を
免
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と

す
る
旨
の
口
上
書
も
、
右
同
年
月
付
け
で
提
出
し
て
い
る
（
補
239
～
241
）。

　

右
件
の
口
上
書
に
記
さ
れ
た
長
谷
寺
の
梵
鐘
と
は
、
明
徳
四
年
（
一
三
九
三
）

作
州
布
施
庄
長
田
村
（
岡
山
県
真
庭
市
蒜
山
長
田
・
蒜
山
下
長
田
）
牛
頭
天
玉

社
に
、
長
田
村
民
一
同
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
銘
記
さ
れ

た
も
の
で
、『
伯
耆
民
談
記
』
に
よ
れ
ば
、
の
ち
に
久
米
郡
大
谷
村
の
田
地
に

埋
没
し
て
い
た
も
の
が
掘
り
出
さ
れ
、
長
谷
寺
に
吊
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

す
る
伝
承
を
有
す
る
梵
鐘
の
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
長
谷
寺
の
明
徳
四
年
銘
梵
鐘
は
、
昭
和
三
十
一
年
に
鳥
取
県
保
護
文

化
財
に
指
定
、
現
在
も
本
堂
外
陣
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
と
き

実
際
に
供
出
さ
れ
る
こ
と
は
免
れ
て
い
る
。
現
光
寺
の
鐘
に
つ
い
て
は
、
明
治

の
初
め
に
廃
寺
、
現
在
で
は
跡
形
も
な
く
、
そ
の
遺
蹟
を
偲
ぶ
こ
と
も
で
き
な

い
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
船
上
山
に
埋
蔵
し
て
い
る
銅
鉛
に
似
た
鉱
物
を
試
掘
し
た
い
と
す

る
〔
願
書
〕（
補
214
）
が
あ
り
、
船
上
山
智
積
院
を
兼
帯
す
る
長
谷
寺
が
取
り

次
い
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
末
寺
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
大
雲
院
末
寺
竜
王

寺
が
別
当
を
務
め
た
牧
谷
蔵
王
権
現
に
関
す
る
近
代
資
料
が
確
認
さ
れ
た
の

で
、
こ
れ
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

現
在
の
岩
美
郡
岩
美
町
牧
谷
に

所
在
す
る
金
峯
神
社
は
、
近
世

に
は
蔵
王
権
現
と
称
し
、
正
徳
三

年
（
一
七
一
三
）
藩
命
に
よ
り
淳

光
院
（
大
雲
院
）
が
再
興
、
末
寺

竜
王
寺
が
別
当
を
務
め
た
。
明
治

時
代
に
な
る
と
、
神
仏
判
然
令
に

よ
り
竜
王
寺
は
別
当
を
解
か
れ
廃

寺
、
明
治
九
年
八
月
二
日
に
は
、

蔵
王
権
現
は
仏
体
で
あ
る
た
め
、

神
社
か
ら
取
り
除
く
よ
う
求
め
る

鳥
取
県
か
ら
の
通
達
に
対
し
、
蔵

図版3　奉歎口上之覚（補239）
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【解説】歴史資料編の補遺について

機
構
の
近
代
化
が
な
さ
れ
た
。
組
織
改
編
や
名
称
変
更
は
そ
の
後
も
度
々
行
わ

れ
た
が
、
補
遺
資
料
の
う
ち
に
は
、
御
城
を
藩
政
堂
と
定
め
る
旨
の
〔
達
書
〕

（
補
108
）、
施
政
局
を
今
後
政
庁
と
呼
び
替
え
る
旨
の
〔
達
〕（
補
20
）
な
ど
が

確
認
で
き
た
。

　

大
雲
院
な
ど
領
内
寺
社
を
掌
っ
て
い
た
寺
社
奉
行
も
、
神
務
司
と
名
称
を
変

え
、
そ
の
長
官
の
呼
称
も
、
奉
行
か
ら
管
事
と
い
う
職
名
に
変
り
、
上
山
庄
兵

衛
・
宮
田
民
右
衛
門
が
任
命
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
年
十
月
に
は
神
務
局
に
改
称

と
な
っ
た
が
、
そ
の
際
に
発
行
さ
れ
た
布
達
（
補
23
）
が
補
遺
資
料
の
う
ち
に

み
え
る
。
ま
た
、
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
出
の
上
山
庄
兵
衛
・
宮
田
民
右

衛
門
の
改
名
を
知
ら
せ
る
書
状
（
補
79
）
も
確
認
で
き
る
。
先
に
紹
介
し
た
補

80
〔
書
状
〕
の
差
出
人
宮
田
民
衛
は
、
民
右
衛
門
か
ら
の
改
名
で
あ
る
。

　

な
お
、
明
治
初
年
の
藩
関
係
資
料
と
し
て
は
、
鳥
取
藩
政
庁
の
「
職
員
録
」

（
補
96
）
な
ど
も
み
え
る
。

　

同
じ
頃
、
明
治
新
政
府
か
ら
断
続
的
に
布
告
さ
れ
た
神
仏
分
離
に
関
す
る
諸

達
、
い
わ
ゆ
る
神
仏
判
然
令
に
も
と
づ
き
、
同
二
年
九
月
の
東
照
宮
祭
礼
の
後
、

別
当
乾
向
山
東
隆
寺
大
雲
院
は
、
東
照
宮
の
鎮
座
す
る
樗
谿
を
離
れ
、
観
音
院

に
移
転
、
さ
ら
に
翌
三
年
三
月
に
は
、
霊
光
院
を
合
併
し
て
現
在
地
に
移
転
す

る
。
神
仏
分
離
、
大
雲
院
移
転
に
か
か
る
諸
事
に
つ
い
て
は
、〔
書
付
〕（
補
36
）、

〔
大
雲
院
境
内
社
勧
請
由
来
書
上
控
〕（
補
67
）
な
ど
が
み
え
る
。

　

こ
う
し
た
変
化
に
伴
い
、
大
雲
院
と
鳥
取
藩
の
関
係
性
も
前
時
代
か
ら
変
容

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

鳥
取
藩
の
記
録
「
御
目
付
日
記
」（
鳥
取
県
立
博
物
館
蔵
）
宝
永
五
年

（
一
七
〇
八
）
正
月
廿
二
日
条
に
は
、「
一
如
御
嘉
例
、
今
日
於
御
本
丸
御
祈
祷
、

慈
雲
院
其
外
、
例
罷
出
候
寺
院
罷
出
、
首
尾
能
相
済
、
其
節
罷
出
候
面
々
左
之

通
。（
後
略
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
、
毎
年
正
月
・
五
月
・
九
月

に
、
大
雲
院
他
の
寺
院
が
登
城
し
て
御
城
祈
祷
を
執
り
行
っ
て
お
り
、
鳥
取
藩

と
し
て
も
重
要
な
公
式
行
事
で
あ
っ
た
が
、
明
治
維
新
後
、
こ
れ
ら
の
加
持
祈

祷
も
そ
の
形
を
改
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

補
遺
の
う
ち
に
は
「
政
庁
御
祈
祷
用
意
（
品
々
書
上
）」（
補
29
）
と
い
う
資

料
も
あ
り
、
明
治
初
年
頃
に
は
ま
だ
、
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
城
内
祈
祷

に
準
ず
る
よ
う
な
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、〔
達
書
〕（
補
106
）
で
は
、
来
る
廿
日
に
政
庁
祭
式
が
あ
る
の
で
、
火

の
元
入
念
に
、
非
違
無
き
様
、
厳
重
に
相
慎
む
べ
き
旨
が
伝
達
さ
れ
て
い
る
の

で
、
引
続
き
神
式
祭
事
へ
も
関
与
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
年
不
詳

〔
達
〕（
補
24
）
で
は
、
政
庁
で
の
神
事
式
に
際
し
て
梵
鐘
を
撞
く
こ
と
を
禁

止
す
る
旨
が
通
達
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
祭
式
か
ら
、
仏
教
色
を
次
第
に
薄

め
て
ゆ
く
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

明
治
三
年
一
月
に
公
布
さ
れ
た
大
教
宣
布
の
詔
に
基
き
、
神
道
国
教
化
と
政

祭
一
致
を
目
差
す
方
針
の
も
と
、
国
民
へ
の
教
化
を
推
進
す
る
た
め
、
同
五
年

教
部
省
設
置
に
伴
い
、
神
官
や
僧
侶
な
ど
が
教
導
職
に
任
命
さ
れ
る
が
、
大
雲

院
で
も
当
時
の
住
職
奥
光
範
が
任
じ
ら
れ
、「
教
導
職
神
拝
式
（
次
第
、
祝
詞

書
付
）」（
補
31
・
34
）、「
敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
ヘ
キ
事
」（
補
30
）
な
ど
が

確
認
で
き
る
。

　

ま
た
、
教
部
省
設
置
ま
で
は
、
民
部
省
社
寺
掛
が
寺
院
を
管
掌
し
て
い
た
が
、

そ
の
時
代
の
寺
院
取
り
調
べ
に
関
し
、
覚
書
、
廻
状
、〔
民
部
省
諸
国
寺
院
御

取
調
に
つ
き
末
寺
届
〕（
補
193
～
197
）
な
ど
も
み
え
る
。

　

幕
末
か
ら
維
新
、
明
治
前
期
の
資
料
で
は
ほ
か
に
、
大
政
奉
還
（
補
28
）・

佐
賀
の
乱
（
補
47
）・
西
南
戦
争
（
補
33
）
な
ど
、
幕
末
政
局
や
明
治
期
の
内

乱
に
関
す
る
風
聞
書
の
類
、「
太
政
官
日
誌
」（
補
218
）、「
御
親
征
行
幸
中
行
在

所
日
誌
」（
補
219
）、「
政
體
」（
補
224
）、「
復
古
論
」（
補
225
）
な
ど
の
版
本
も

　

次
に
摩
尼
寺
に
関
す
る
資
料
を
紹
介
す
る
。

　
〔
令
旨
写
〕（
補
341
）・〔
書
状
写
〕（
補
344
）
に
は
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）

唯
識
院
の
願
い
に
よ
り
、
摩
尼
寺
が
天
台
律
院
と
な
り
、
山
門
安
楽
律
院
の
末

寺
と
な
る
に
際
し
て
寛
永
寺
執
当
ら
と
交
わ
さ
れ
た
書
状
な
ど
が
写
し
置
か
れ

て
い
る
。

　

補
339
・
340
は
、
摩
尼
寺
末
寺

浄
国
寺
に
関
す
る
も
の
で
、
両

資
料
を
一
括
し
た
包
紙
に
、「
密

庵
師
摩
尼
寺
輪
番
之
節
、
浄
国

寺
之
古
券
御
見
セ
申
候
処
、
其

侭
返
り
不
申
ニ
付
、
今
替
リ
ニ

此
書
付
貰
置
候
事
」
と
あ
り
、

本
寺
安
楽
律
院
か
ら
派
遣
さ
れ

た
輪
番
（
輪
住
）
交
代
の
際
に

紛
失
し
た
古
証
文
の
扱
い
を
め

ぐ
る
書
状
で
あ
る
。

　

補
342
・
343
は
、
文
政
八
年

（
一
八
二
五
）
摩
尼
寺
領
分
の

草
刈
場
に
お
い
て
、
覚
寺
村
が

摩
尼
寺
へ
の
相
談
も
無
し
に
、

新
田
開
発
を
藩
に
願
い
出
る
と

い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
際
、
大

雲
院
副
寺
か
ら
藩
寺
社
奉
行
に

対
し
て
差
し
出
さ
れ
た
願
書
控

え
で
あ
る
。
大
雲
院
側
と
し
て

は
、
本
寺
安
楽
律
院
ま
で
そ
の
旨
を
通
達
す
る
の
で
、
そ
の
返
事
が
来
る
ま
で

は
、
新
田
開
発
の
聞
き
届
け
を
猶
与
さ
れ
た
い
と
す
る
内
容
で
、
さ
ら
に
翌
九

年
に
は
、
こ
れ
も
輪
番
と
同
様
、
本
寺
安
楽
律
院
よ
り
派
遣
さ
れ
、
寺
務
を
取

り
仕
切
っ
て
い
た
直
院
の
身
分
に
つ
い
て
、「
直
院
者
永
職
ニ
而
無
御
座
、
暫

時
監
院
相
勤
候
身
分
ニ
御
座
候
得
者
、
本
山
ゟ
何
時
交
代
被
申
付
、
又
々
他
邦

他
山
江
参
り
候
程
茂
難
測
身
分
」
で
あ
る
こ
と
、「
直
院
一
存
ニ
而
御
上
江
差

上
候
儀
者
、
本
山
之
掟
ニ
相
背
、
難
相
成
筋
」（
補
343
）
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
摩
尼
寺
の
領
分
を
新
田
開
発
す
る
に
せ
よ
、
し
な
い
に
せ
よ
、
直
院
の
判

断
だ
け
で
事
を
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
旨
を
説
明
す
る
書
状
を
、
寺
社
奉
行

河
田
十
右
衛
門
宛
に
差
し
出
し
て
い
る
。

　

先
に
大
山
寺
の
項
で
も
触
れ
た
が
、
摩
尼
寺
と
藩
の
折
衝
な
ど
で
も
、
大
雲

院
が
取
次
ぎ
、
斡
旋
を
行
っ
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。
摩
尼
寺
輪
住
・
直
院
は

本
寺
安
楽
律
院
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
で
、
地
元
の
様
子
に
不
慣
れ
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
雲
院
と
摩
尼
寺
に
は
、
触
頭
と
触
下
と
い
う

公
式
の
関
係
性
以
外
に
も
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
大
雲
院
の
前
身
寺
院
で

あ
る
長
寿
院
か
ら
摩
尼
寺
へ
留
守
居
を
派
遣
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
は

淳
光
院
兼
帯
と
な
る
な
ど
、
浅
か
ら
ぬ
関
係
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

本
寺
と
地
方
の
末
寺
、
触
頭
と
触
下
、
当
該
寺
院
間
の
関
係
性
な
ど
、
宗
派

内
や
藩
内
で
の
連
絡
網
の
実
態
を
探
る
う
え
で
も
興
味
深
い
資
料
と
い
え
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）「
喜
見
山
摩
尼
寺
仏
像
堂
舎
並
銅
鐘

勧
化
状
」（
補
288
）
な
ど
も
み
え
る
。

〔
明
治
維
新
・
神
仏
分
離
〕

　

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
十
月
、
明
治
新
政
府
に
よ
っ
て
布
達
さ
れ
た
藩
治

職
制
に
も
と
づ
き
、
鳥
取
藩
で
は
翌
二
年
六
月
の
藩
政
改
革
に
よ
っ
て
、
政
治

図版4　魔尼寺御令旨写（補341）
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【解説】歴史資料編の補遺について

の
攘
夷
派
と
対
立
し
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
六
月
に
暗
殺
さ
れ
る
。

　

法
会
の
出
席
や
用
向
き
な
ど
で
、
住
職
や
役
僧
な
ど
が
、
延
暦
寺
・
寛
永
寺

へ
度
々
赴
い
て
い
た
こ
と
は
報
告
書
【
一
】
で
も
確
認
で
き
た
が
、
補
遺
資
料

の
う
ち
に
も
、
道
中
請
け
払
い
帳
な
ど
（
補
121
・
122
）、
旅
の
記
録
が
確
認
で

き
る

　

講
や
宗
内
で
の
金
融
、
借
財
整
理
な
ど
に
関
わ
る
経
済
資
料
と
し
て
は
、
補

85
～
88
・
90
～
95
な
ど
で
、
山
門
行
泉
院
・
安
楽
院
・
法
曼
院
ら
と
書
状
が
交

さ
れ
て
い
る
。

〔
加
持
祈
祷
〕

　

天
台
宗
寺
院
と
し
て
、
加
持
祈
祷
は
重
要
な
儀
礼
の
ひ
と
つ
だ
が
、
江
戸
時

代
の
大
雲
院
で
は
、
毎
年
元
旦
、
あ
る
い
は
節
分
に
執
り
行
わ
れ
た
鳥
取
藩
公

式
の
越
年
祈
祷
を
一
手
に
引
き
受
け
、
家
老
が
大
雲
院
に
代
参
し
た
が
、
詳
し

く
は
報
告
書
【
一
】
p
45
～
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
補
遺
資
料
で
は
祈
祷
料

や
御
備
物
に
つ
い
て
の
達
書
・
書
状
類
（
補
63
・
69
・
71
～
73
・
113
）
や
、「
御

越
年
御
祈
祷
刻
限
」（
補
299
・
300
）
な
ど
が
見
え
る
。

　

大
雲
院
で
は
、
越
年
祈
祷
や
御
城
祈
祷
な
ど
、
鳥
取
藩
の
公
的
な
位
置
付
け

の
祈
祷
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
的
な
依
頼
に
よ
る
祈
祷
も
行
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
が
、
補
遺
資
料
の
う
ち
で
は
、「
病
者
加
持
」（
補
119
）
な
ど
が
確
認
出
来

る
の
み
で
あ
る
。

〔
密
教
修
法
〕

　

祈
祷
や
呪
法
に
関
す
る
解
説
、
書
付
な
ど
で
は
、〔
浄
三
業
印
言
等
書
付
〕（
補

319
）、「
両
界
加
修
私
記
」（
補
320
）、「
塔
婆
開
眼
法
」（
補
322
）、「
辨
財
天
七
日

成
就
法
」（
補
324
）、「
不
動
尊
極
秘
印
契
」（
補
326
）、「
七
仏
薬
師
一
印
法
」（
補

328
）、「
七
仏
薬
師
印
明
」（
補
329
）、〔
真
言
書
付
〕（
補
330
）、〔
悩
莽
鶉
等
書
付
〕

（
補
331
）、「
九
字
十
字
大
事
」（
補
335
）
な
ど
が
み
え
る
。「
密
要
記
上
」（
補

220
）
の
裏
表
紙
に
は
「
三
冊
之
内
」
と
の
墨
書
が
確
認
さ
れ
る
が
、
中
下
巻
に

つ
い
て
は
、
報
告
書
【
一
】・
補
遺
と
も
に
見
当
た
ら
な
い
。

　

大
正
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
、
時
代
は
新
し
い
が
、
追
善
仏
事
に
際
し
て
読

誦
さ
れ
る
諷
誦
文
、
仏
教
の
真
理
を
述
べ
る
伽
陀
文
が
ま
と
ま
っ
て
四
四
点

（
補
242
～
285
）
あ
っ
た
。

【
参
考
文
献
】

　
『
鳥
取
県
の
地
名
』（
日
本
歴
史
地
名
大
系
32　

平
凡
社　

一
九
九
二
）

　

鳥
取
県
編
『
鳥
取
藩
史
』
第
四
巻
（
鳥
取
県
立
図
書
館　

一
九
七
一
）

　

鳥
取
県
編
『
鳥
取
県
史
』
５
（
鳥
取
県　

一
九
八
二
）

　

大
山
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
『
大
山
町
誌
』（
大
山
町
役
場　

一
九
八
〇
）

　

眞
田
廣
幸
監
修
・
長
谷
寺
開
山
一
三
〇
〇
年
記
念
誌
委
員
会
編
『
長
谷
寺
の

歴
史　

一
三
〇
〇
年
の
祈
り
』（
打
吹
山
長
谷
寺　

二
〇
二
一
）

確
認
で
き
る
。
ま
た
、
明
治
に
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
事
実
上
解
禁
さ
れ
た
こ

と
へ
の
警
戒
感
か
ら
か
、〔
切
支
丹
宗
講
究
箇
条
書
〕（
補
227
）、「
崎
陽
茶
話　

邪
教
始
末　

全
」（
補
222
・
228
）
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
資
料
も
見
受

け
ら
れ
る
。

　

報
告
書
【
一
】
や
本
書
典
籍
目
録
で
も
、
風
聞
書
の
類
や
、
大
雲
院
と
は
一

見
拘
わ
り
が
薄
い
と
思
わ
れ
る
国
学
の
書
籍
な
ど
は
多
数
確
認
さ
れ
て
お
り
、

当
時
流
行
っ
た
思
想
や
世
相
の
情
報
収
集
な
ど
に
も
余
念
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
様
子
が
う
か
が
え
る
。

〔
天
台
宗
〕

　

大
雲
院
の
法
類
で
あ
る
多
賀
成
就
院
は
、
三
代
藩
主
吉
泰
の
嫡
男
（
四
代

宗
泰
）
誕
生
の
祈
祷
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
お
り
（
報
告
書
【
一
】
p
111
）、
そ

の
後
も
毎
年
鳥
取
に
使
僧
を
差
し
向
け
、
領
内
で
札
配
り
を
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
御
目
付
日
記
」（
鳥
取
県
立
博
物
館
蔵
）
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
十
月
十
四
日
条
に
よ
る
と
、「
一
多
賀
成
就
院
使
僧
観
堂
房
、

例
年
之
通
為
御
札
上
罷
越
候
付
、
明
十
五
日
式
日
御
礼
引
続
ニ
御
目
見
被
仰
付

候
事
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
際
に
は
藩
主
へ
の
御
目
見
も
許
さ
れ
て
い
る

な
ど
、
鳥
取
藩
で
は
非
常
に
厚
遇
さ
れ
て
い
る
。

　

右
の
多
賀
成
就
院
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
、
補
遺
の
う
ち
に
は
、
同
寺
の

住
職
跡
目
に
つ
い
て
、
法
類
諸
寺
院
か
ら
寛
永
寺
執
当
楞
伽
院
・
覚
王
院
に
宛

て
た
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
「
奏
上
書
付
」（
補
238
）、
年
賀
の
辞
と
併
せ

て
江
戸
大
火
の
報
を
伝
え
る
「
年
頭
嘉
詞
」（
補
304
）
な
ど
が
確
認
で
き
た
。

多
賀
成
就
院
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
【
一
】
箱
13
・
34
に
も
、
成
就
院
住
職
交

代
の
件
に
大
雲
院
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
様
子
を
示
す
資
料
が
多
数
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
比
叡
山
や
東
叡
山
寛
永
寺
関
係
で
は
、
山
門
龍
珠
院
・
竹
泉
院
へ

為
登
金
五
十
五
両
に
つ
い
て
記
し
た
〔
書
付
〕（
補
38
）、
御
廟
大
師
（
元
三
大

師
良
源
）
に
つ
い
て
の
〔
書
付
〕（
補
39
）、
東
照
宮
の
宮
僧
覚
明
坊
が
、
山
門

行
泉
院
に
修
学
に
赴
く
た
め
、
そ
の
跡
役
を
資
成
坊
に
申
し
付
け
る
旨
を
報
告

す
る
〔
書
状
下
書
〕（
補
45
）、
延
暦
寺
六
月
竪
義
に
つ
い
て
「
僧
綱
」（
補
237
）、

山
門
安
居
院
本
坊
竹
林
院
の
「
紫
雲
弥
陀
尊
縁
起
」（
補
289
）、
山
門
無
動
寺
谷

法
曼
院
の
本
尊
に
つ
い
て
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
造
営
か
ら
寛
延
四
年

（
一
七
五
一
）
ま
で
の
諸
事
を
記
し
た
「
法
曼
院
本
尊
之
事
」（
補
334
）、
大
雲

院
九
代
良
航
の
山
門
在
山
中
、
普
賢
菩
薩
な
ど
に
つ
い
て
法
問
を
行
っ
た
際
の

質
問
書
と
答
書
（
補
332
・
333
）、

そ
の
他
天
台
宗
僧
侶
と
思
し
き

人
々
と
交
さ
れ
た
書
状
類
（
補

203
～
207
な
ど
）
も
散
見
さ
れ

る
。

　

鳥
取
藩
と
も
関
係
浅
か
ら

ぬ
、
と
い
う
観
点
で
は
、
上
野

覚
樹
王
院
よ
り
今
小
路
大
蔵

卿
・
山
科
双
林
院
（
京
都
市
）

へ
、
双
林
院
本
尊
歓
喜
天
に
つ

い
て
問
い
合
わ
せ
す
る
「
書
状

写
」（
補
191
・
192
）
が
あ
る
。

今
小
路
範
成
は
、
伯
耆
の
出
身

で
、
鳥
取
藩
士
景
山
竜
造
に
儒

学
を
学
び
、
今
小
路
家
を
継
い

で
、
京
都
輪
王
寺
毘
沙
門
堂
の

坊
官
と
な
る
。
の
ち
に
鳥
取
藩
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